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は
じ
め
に

米
国
で
は
、
１
９
８
５
年
か
ら

電
子
申
告
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
始
ま
っ

た
が
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
下
の
１

９
９
８
年
の
「
Ｉ
Ｒ
Ｓ
（
米
国
内

国
歳
入
庁
）
再
構
築
改
革
法
」

（
「
Ｉ
Ｒ
Ｓ
改

革

法
」
）
に

よ

り
、

電
子
申
告
へ
の
本
格
的
な
取
り
組

み
が
始
ま
っ
た
。
２
０
０
７
年
ま

で
に
す
べ
て
の
納
税
申
告
の
８０
％

を
電
子
申
告
に
す
る
と
い
う
目
標

が
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、
今
年
の

４
月
１５
日
に
終
了
し
た
２
０
０
５

年
分
の
個
人
の
所
得
税
確
定
申
告

で
は
、
総
受
理
申
告
書
１
億
２
２

７
２
万
件
（
４
月
２１
日
現
在
・
毎

年
約
１
億
３
、
３
０
０
万
件
の
個

人
の
確
定
申
告
書
が
提
出
さ
れ

る
）
の
う
ち
、
約
７
千
万
件
、
５７

％
が
電
子
申
告
に
よ
り
行
わ
れ
て

お
り
、
着
実
に
そ
の
利
用
割
合
が

向
上
し
て
き
て
い
る
。

一
方
、
わ
が
国
で
は
、
２
０
０

４
年
か
ら
、
国
税
の
電
子
申
告
・

納
税
シ
ス
テ
ム
の
運
用
を
開
始

し
、
電
子
申
告
の
普
及
に
努
め
て

き
て
い
る
が
、
２
０
０
５
年
分
の

所
得
税
の
確
定
申
告
で
は
、
約
３

万
５
千
件
が
電
子
申
告
で
行
わ

れ
、
対
前
年
比
１
８
６
％
と
な
っ

た
も
の
の
、
確
定
申
告
書
全
体
の

１
・
５
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

２
０
１
０
年
度
に
は
、
申
告
全
体

に
占
め
る
電
子
申
告
の
割
合
を
５０

％
に
す
る
と
い
う
政
府
目
標
の
達

成
に
向
け
、
財
務
省
・
国
税
庁

は
、
本
年
３
月
末
に
は
「
オ
ン
ラ

イ
ン
利
用
促
進
の
た
め
の
行
動
計

画
」
を
策
定
・
発
表
し
、
各
種
の

具
体
的
措
置
を
講
じ
つ
つ
あ
る
。

東
京
税
理
士
会
で
も
、
本
年
２
月

に
「
電
子
申
告
推
進
１０
の
提
言
」

を
発
表
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の

何
点
か
は
上
記
行
動
計
画
に
も
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

上
記
の
行
動
計
画
の
内
容
に
つ

い
て
は
、
紙
幅
の
関
係
か
ら
本
稿

で
は
触
れ
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
電

子
申
告
普
及
の
隘
路
と
さ
れ
て
い

た
点
に
も
的
確
に
対
応
し
て
お

り
、
所
期
の
目
標
達
成
が
期
待
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

わ
が
国
に
お
け
る
電
子
申
告
の

普
及
策
を
検
討
す
る
上
で
、
電
子

申
告
の
先
進
国
で
あ
る
米
国
等
の

制
度
・
施
策
を
調
べ
る
こ
と
に
よ

り
有
益
な
示
唆
を
得
る
こ
と
が
多

く
、
上
記
行
動
計
画
や
提
言
の
施

策
の
中
に
も
外
国
の
制
度
を
参
考

し
た
も
の
が
見
受
け
ら
れ
る
。
た

だ
電
子
申
告
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国

の
税
制
や
確
定
申
告
の
や
り
方
、

ひ
い
て
は
、
納
税
者
の
意
識
等
に

よ
っ
て
そ
の
必
要
性
・
有
用
性
も

異
な
っ
て
く
る
こ
と
か
ら
、
本
稿

で
は
、
米
国
の
確
定
申
告
の
状
況

を
概
観
し
、
日
米
間
の
制
度
・
執

行
面
で
の
差
異
を
踏
ま
え
た
電
子

申
告
普
及
策
の
考
察
を
試
み
た
。

米
国
に
お
け
る
電
子
申
告
推
進
の
背
景

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
１
９
９

８
年
の
Ｉ
Ｒ
Ｓ
改
革
法
に
よ
り
、

電
子
申
告
へ
の
本
格
的
な
取
り
組

み
が
始
ま
っ
た
が
、
当
時
は
、
Ｉ

Ｒ
Ｓ
の
調
査
手
法
、
納
税
者
サ
ー

ビ
ス
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
・
シ
ス

テ
ム
、
事
務
効
率
等
に
問
題
が
あ

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
特

に
、
上
院
財
政
委
員
会
で
開
催
さ

れ
た
公
聴
会
で
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
現
役

職
員
や
納
税
者
の
証
言
に
よ
っ

て
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
実
態
が
厳
し
く
批

判
さ
れ
、
政
治
問
題
化
し
た
結

果
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
を
納
税
者
の
権
利
保

護
、
サ
ー
ビ
ス
に
重
点
を
お
い

た
、
よ
り
効
率
的
な
組
織
に
す
る

た
め
の
抜
本
的
な
改
革
案
が
議
会

で
承
認
さ
れ
た
。
こ
の
Ｉ
Ｒ
Ｓ
改

革
案
策
定
段
階
で
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
前

時
代
的
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
・
シ

ス
テ
ム
に
基
づ
い
た
非
効
率
か
つ

ミ
ス
の
多
い
確
定
申
告
の
体
制
を

改
善
す
る
た
め
の
切
り
札
と
し
て

電
子
申
告
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
経

緯
が
あ
る
。
米
国
で
は
、
紙
に
よ

る
申
告
の
場
合
、
所
轄
の
税
務
署

で
は
な
く
、
全
米
に
数
箇
所
あ
る

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
に
郵
送
す
る

必
要
が
あ
り
、
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー
で
職
員
が
申
告
書
の
内
容
を
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
入
力
し
て
い

た
。
Ｉ
Ｒ
Ｓ
内
部
で
の
申
告
書
処

理
の
過
程
で
、
ミ
ス
が
生
じ
や
す

く
、
ま
た
申
告
書
の
ミ
ス
の
修
正

に
も
時
間
を
要
す
る
こ
と
等
か
ら

事
務
効
率
の
低
下
に
も
つ
な
が
っ

て
い
た
。
電
子
申
告
の
場
合
、
申

告
書
作
成
の
段
階
か
ら
計
算
ミ
ス

等
が
検
出
・
修
正
さ
れ
る
上
、
入

力
・
処
理
の
際
の
ミ
ス
も
少
な
い

た
め
、
２
０
０
５
年
度
で
は
、
紙

の
申
告
書
の
場
合
の
処
理
に
伴
う

問
題
発
生
割
合
が
２３
・
３
％
で
あ

っ
た
の
に
対
し
て
、
電
子
申
告
の

場
合
は
、
１
・
７
％
と
低
く
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
電
子
申
告
の
場

合
の
還
付
金
処
理
に
要
す
る
日
数

は
紙
に
よ
る
申
告
の
場
合
の
半
分

以
下
で
あ
り
、
納
税
者
の
利
便
も

向
上
し
て
い
る
。

次
に
、米
国
に
お
け
る
確
定
申
告

が
、
同
じ
申
告
納
税
制
度
で
あ
り

な
が
ら
、
わ
が
国
と
ど
の
よ
う
に

違
う
の
か
を
見
て
い
く
。

全
員
申
告
制
度
VS

年
末
調
整
制
度

わ
が
国
で
は
、
年
末
調
整
制
度

に
よ
り
、
給
与
所
得
者
の
大
半
が

確
定
申
告
を
要
し
な
い
（
４
１
７

１
万
人
の
給
与
所
得
者
の
う
ち
、

約
９３
％
の
３
８
７
５
万
人
に
つ
い

て
年
末
調
整
の
み
で
納
税
義
務
が

確
定
し
て
い
る
）
た
め
、
所
得
税

の
確
定
申
告
件
数
は
、
２
０
０
５

年
分
で
２
３
１
８
万
人
で
あ
る
。

一
方
、
米
国
で
は
、
給
与
所
得
者

に
つ
い
て
源
泉
徴
収
制
度
は
あ
る

も
の
の
年
末
調
整
制
度
が
な
い
た

め
、
原
則
と
し
て
納
税
者
全
員
が

確
定
申
告
を
行
う
必
要
が
あ
り
、

毎
年
約
１
億
３
千
万
件
の
確
定
申

告
が
行
わ
れ
て
い
る
。
日
米
の
人

口
比
が
１
・
３
対
２
・
８
で
あ
る

こ
と
を
考
え
て
も
、
米
国
の
確
定

申
告
件
数
が
如
何
に
多
い
か
が
判

る
。

納
税
者
に
優
し
い
税
務
署

国
税
庁
は
、
確
定
申
告
期
に
お

け
る
総
来
署
者
数
や
税
理
士
が
作

成
し
た
申
告
書
数
、
郵
送
に
よ
る

申
告
書
数
に
つ
い
て
公
表
し
て
い

な
い
が
、
２
０
０
４
年
分
の
確
定

申
告
に
お
い
て
税
務
署
に
設
置
さ

れ
て
い
る
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
を
利
用

し
て
作
成
さ
れ
た
申
告
書
が
４
０

７
万
件
あ
る
こ
と
か
ら
推
測
す
る

と
、
少
な
く
て
も
、
確
定
申
告
書

全
体
の
４
分
の
１
は
税
務
署
や
地

方
税
当
局
・
税
理
士
会
の
無
料
相

談
会
場
な
ど
で
作
成
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。「
納
税
者
に
優
し
い

税
務
署
」
で
申
告
書
を
作
成
す
る

こ
と
を
好
む
納
税
者
が
多
い
と
い

う
こ
と
は
、
税
理
士
会
・
地
方
税

当
局
の
協
力
も
得
な
が
ら
、
確
定

申
告
期
の
納
税
者
サ
ー
ビ
ス
に
署

を
挙
げ
て
万
全
を
期
し
て
き
た
税

務
当
局
の
長
年
の
努
力
の
結
果
と

い
え
よ
う
。

一
方
、
米
国
で
は
、
２
０
０
３

年
分
の
確
定
申
告
（
約
半
分
が
電

子
申
告
）
の
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、

自
分
で
申
告
し
た
（
自
書
申
告
）

割
合
が
３９
％
、
会
計
士
や
申
告
書

作
成
業
者
に
よ
る
申
告
が
５９
％
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
に
よ
る
申
告

が
１
・
５
％
、
税
務
署
（
税
務
相

談
室
）
で
作

成
さ
れ
た
申

告
書
が
０
・

４
％
の
４８
万

件
と
な
っ
て

い
る
。
米
国

で
は
、
税
務

相
談
室
で
の

申
告
書
作
成

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
納
税
者

は
低
所
得
者
層
に
限
定
さ
れ
て
お

り
、
広
大
な
国
土
に
約
３
３
０
箇

所
し
か
な
い
。
他
に
も
理
由
が
考

え
ら
れ
る
が
、
電
子
申
告
が
本
格

化
す
る
以
前
か
ら
の
傾
向
と
し

て
、
自
書
申
告
な
い
し
有
料
の
申

告
書
作
成
を
選
択
す
る
納
税
者
の

割
合
が
米
国
で
は
圧
倒
的
に
高
い

と
い
え
る
。

申
告
書
作
成
業
者

わ
が
国
で
は
、
申
告
書
作
成
は
、

税
理
士
法
に
よ
り
、
無
償
の
場
合

も
含
め
、
税
理
士
の
独
占
業
務
と

な
っ
て
い
る
。
米
国
で
は
、
公
認

会
計
士
（
Ｃ
Ｐ
Ａ
）
や
登
録
代
理

人
（
Ｅ
ｎ
ｒ
ｏ
ｌ
ｌ
ｅ
ｄ

Ａ
ｇ

ｅ
ｎ
ｔ
）
以
外
も
報
酬
を
取
っ
て

申
告
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
認
め

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
申
告
書

作
成
業
者
の
最
大
手
の
Ｈ
Ｒ
ブ
ロ

ッ
ク
社
は
、
本
年
の
確
定
申
告
期

に
は
、
全
米
で
１
万
１
千
箇
所
の

事
務
所
を
開
設
し
、
週
末
も
営
業

し
、
１
６
０
０
万
人
の
顧
客
の
申

告
書
を
作
成
し
、
税
務
サ
ー
ビ
ス

だ
け
で
２５
億
ド
ル
の
利
益
を
上
げ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
申
告
書
作
成

業
者
に
つ
い
て
は
、
還
付
金
担
保

ロ
ー
ン
な
ど
の
問
題
も
あ
る
が
、
通

常
の
会
計
士
等
を
利
用
で
き
ず
、
ま

た
、
申
告
書
を
自
分
で
書
く
こ
と

が
で
き
な
い
階
層
の
納
税
者
に
安

価
な
（
平
均
手
数
料
約
１
５
０
ド

ル
（
Ｈ
Ｒ
ブ
ロ
ッ
ク
社
）
）
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
し
て
お
り
、
確
定
申

告
に
お
け
る
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
申
告
書
作
成
業
者
に

加
え
、
低
所
得
者
層
（
年
間
所
得

３
万
８
千
ド
ル
以
下
）
や
高
齢
者

層
（
６０
歳
以
上
）
を
対
象
に
し
た
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
に
よ
る
申
告
書

作
成
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
て
お

り
（
全
米
で
１
万
４
千
箇
所
）
、
２

０
０
３
年
分
の
確
定
申
告
で
は
、

約
２
０
０
万
人
が
利
用
し
て
い
る
。

還
付
申
告
書

わ
が
国
で
も
還
付
申
告
は
確
定

申
告
書
全
体
の
約
半
分
を
占
め
て

い
る
が
、
米
国
で
は
、
８０
％
が
還

付
申
告
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し

て
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
雇

用
者
に
よ
る
年
末
調
整
が
行
わ
れ

て
い
な
い
こ
と
に
加
え
、
低
所
得

者
層
向
け
の
税
額
控
除
〔
夫
婦
で

申
告
し
て
い
て
子
供
が
２
人
い
る

場
合
、
年
間
所
得
が
１
万
６
４
０

０
ド
ル
で
あ
れ
ば
、
４
４
０
０
ド

ル
の
税
額
控
除
�
控
除
し
き
れ
な

い
場
合
は
そ
の
額
が
納
税
者
に
還

付
（
支
給
）
さ
れ
る
�
が
認
め
ら

れ
る
。
〕
特
に
、
こ
の
税
額
控
除

（
Ｅ
Ｉ
Ｔ
Ｃ
）
に
つ
い
て
は
、
確

定
申
告
し
な
け
れ
ば
そ
の
適
用
が

な
い
た
め
、
低
所
得
者
層
が
申
告

書
作
成
業
者
を
利
用
す
る
原
因
の

一
つ
に
な
っ
て
い
る
。

わ
が
国
で
電
子
申
告
を
普
及
さ
せ
る
に
は

以
上
を
踏
ま
え
て
、
わ
が
国
に

お
け
る
電
子
申
告
普
及
策
を
検
討

す
る
上
で
考
慮
す
べ
き
点
は
次
の

よ
う
に
な
る
。

①
従
来
か
ら
自
分
で
申
告
書
を
作

成
し
、
郵
送
し
て
い
た
納
税
者
の

割
合
は
、
税
制
・
税
務
行
政
の
差

も
あ
り
、
米
国
の
方
が
多
い
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
自
書
申
告

を
し
て
い
る
納
税
者
に
と
っ
て

は
、
よ
り
正
確
で
、
か
つ
還
付
金

を
早
く
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

る
、
し
か
も
年
間
所
得
５
万
ド
ル

以
下
で
あ
れ
ば
手
数
料
等
の
コ
ス

ト
が
原
則
と
し
て
か
か
ら
な
い
電

子
申
告
は
利
用
す
る
イ
ン
セ
ン
テ

ィ
ブ
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
一

方
、
税
務
署
に
確
定
申
告
の
た
め

に
来
て
い
る
わ
が
国
の
納
税
者
が

仮
に
現
在
の
税
務
署
で
の
申
告
に

満
足
し
て
い
る
場
合
、
少
な
く
て

も
現
在
と
同
レ
ベ
ル
の
サ
ー
ビ
ス

が
税
務
署
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る

限
り
、
電
子
申
告
を
利
用
す
る
よ

う
に
な
る
こ
と
は
あ
ま
り
期
待
で

き
な
い
の
で
は
な
い
か
。

②
も
っ
と
も
、
高
齢
者
に
と
っ
て

は
、
税
務
署
よ
り
も
便
利
な
自
宅

に
近
い
地
域
の
公
的
施
設
（
た
と

え
ば
図
書
館
な
ど
）
で
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
接
続
し
た
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
と
然
る
べ
き
補
助
者
が
い
れ

ば
、
電
子
申
告
の
利
用
を
推
進
す

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
、
誰
を

補
助
者
に
す
る
か
に
つ
い
て
は
、

税
理
士
法
と
の
関
係
が
問
題
に
な

ろ
う
。

③
わ
が
国
の
確
定
申
告
で
税
理
士

作
成
分
の
電
子
申
告
が
何
件
あ
る

か
は
不
明
で
あ
る
が
、
米
国
で
は
、

申
告
書
作
成
業
者
も
含
め
た
有
料

の
税
務
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
申

告
書
の
う
ち
、
約
３
分
の
２
（
２

０
０
３
年
分
の
デ
ー
タ
に
よ
り
推

計
）
に
相
当
す
る
５
千
万
件
が
電

子
申
告
で
あ
り
、
電
子
申
告
件
数

の
約
７
割
を
占
め
て
お
り
、
電
子

申
告
の
普
及
に
貢
献
し
て
い
る
。

わ
が
国
の
場
合
、
東
京
税
理
士
会

の
提
言
で
も
指
摘
さ
れ
、
上
記
行

動
計
画
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
制
度
・
シ
ス
テ
ム
上
の
問
題
が

先
ず
解
決
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う

が
、
①
で
述
べ
た
よ
う
な
わ
が
国

の
事
情
も
あ
り
、
税
理
士
が
関
与

す
る
申
告
書
が
ど
の
程
度
電
子
申

告
に
な
る
か
が
わ
が
国
に
お
け
る

電
子
申
告
の
普
及
を
左
右
す
る
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

④
電
子
申
告
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

と
し
て
、
韓
国
で
採
用
さ
れ
て
い

る
よ
う
な
電
子
申
告
税
額
控
除
を

導
入
す
る
こ
と
が
東
京
税
理
士
会

の
提
言
に
も
あ
る
。
米
国
で
は
同

様
の
税
金
面
で
の
措
置
が
ク
リ
ン

ト
ン
政
権
に
よ
り
提
案
さ
れ
た
が

結
局
議
会
が
承
認
す
る
に
至
ら
な

か
っ
た
。
こ
の
控
除
制
度
が
ど
の

程
度
効
果
が
あ
る
か
は
、
そ
の
控

除
の
内
容
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う

が
、
仮
に
韓
国
の
よ
う
な
２
万
ウ

ォ
ン
（
２
４
０
０
円
相
当
）
の
税

額
控
除
を
導
入
し
た
結
果
、
功
を

奏
し
て
、
所
得
税
の
申
告
書
全
体

の
半
分
が
電
子
申
告
を
利
用
す
る

よ
う
に
な
る
と
、
年
間
３
０
０
億

円
近
い
財
源
を
要
す
る
こ
と
に
な

る
。
費
用
対
効
果
や
日
本
人
の
国

民
性
等
を
も
考
慮
し
た
検
討
が
必

要
に
な
ろ
う
。

最
後
に

電
子
申
告
は
、
納
税
者
の
利
便

性
・
コ
ス
ト
だ
け
で
な
く
、
税
務

当
局
の
コ
ス
ト
面
で
も
多
く
の
利

点
が
あ
り
、
官
民
が
一
体
に
な
っ

て
そ
の
普
及
に
努
め
て
い
く
べ
き

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま

で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
各
国
の

税
制
や
税
務
行
政
等
の
違
い
に
よ

り
、
電
子
申
告
の
有
用
性
や
必
要

性
に
程
度
の
差
が
あ
り
、
電
子
申

告
の
普
及
割
合
も
そ
れ
ら
の
要
因

に
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ

と
も
、
い
か
な
る
コ
ス
ト
を
払
っ

て
で
も
一
定
割
合
の
普
及
を
図
る

べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ

ば
話
が
別
で
あ
る
が
。

（
本
稿
の
執
筆
に
当
た
っ
て
本

庄
資
教
授
の
著
作
を
参
考
に
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
。
）

米
国
の
確
定
申
告
の
状
況

わ
が
国
に
お
け
る
電
子
申
告
普
及
策
へ
の
示
唆
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